
 

 

 

救急安心センターひょうご（＃７１１９）の実施について 

 

 

１ 事業概要 

 急な病気やけがをしたときに、救急車を呼んだほうがいいのか、今すぐ病院に行ったほう

がいいのか等、迷った際の相談窓口として、電話で専門家からアドバイスを受けることがで

きる電話相談事業です。 

 

２ 事業内容 

 ⑴実施主体 

  救急安心センターひょうご運営委員会（兵庫県及び県内４１市町により構成） 

令和７年度当初予算 11,300千円 

〔財源〕特別交付税措置：1/2、県交付金：1/4 

 

 ⑵実施方法 

  ・コールセンター方式により実施（実施主体が民間事業者に業務を委託） 

  ・２４時間３６５日対応 

 

 ⑶主な相談内容 

  ・救急車を呼ぶか呼ばないかの相談（救急医療相談） 

  ・どの医療機関をいつ受診すればよいかの相談（医療機関案内） 

 

 ⑷事業開始日 

  令和７年７月１１日（金）午前９時から 

 

３ 周知啓発 

 本年６月下旬より、市の広報媒体や関連団体等を通じ継続的に周知啓発を行います。 

 【主な周知啓発方法】 

・広報あかしへの掲載 

 ・明石市ホームページへの掲載 

 ・公式ＳＮＳ（ＬＩＮＥ、インスタグラムなど）による情報発信 

 ・啓発チラシ配布、ポスター掲示（公共施設、自治会、医療機関、福祉施設など） 

  ※別紙「啓発チラシ」参照 
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